
別紙１ 

 

介護サービス情報の公表の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今後示される予定の、国の情報公表システムの仕様によって方法や役割分担に変更の可能性があります。 

 

 市  

  ①指定調査機関、指定情報公表センターの指定 

  ②報告、調査及び公表に関する計画の策定事務 

  ③入力マニュアル等の作成 

  ④調査事務（指定調査機関が行う部分を除く） 

  ⑤普及啓発（事業者等への制度説明、リーフレット等の作成） 

指定調査機関及び指定情報公表センター 

 

１ 情報公表事務 

 ①介護サービス情報の報告の依頼、ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの付与 

 ②介護サービス情報の報告の確認等 

 ③介護サービス情報の公表に関すること 

   （公表システムは国の一元管理） 

 ④公表システム上での事業者 IＤ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等の管理 

   

 

２ 調査事務 

 ①「調査に関する指針」に基づく書面調査に関すること 

 ②調査結果に基づく公表システム上の修正等 
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介護サービス事業所 

（調査対象外事業所） 

介護サービスの提供 

情報公表事務／調査事務（市が行う部分を除く）の委託 

介護サービス情報の報告 

介護サービス情報の報告 

介護サービス情報の報告 
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介護サービス事業所 

（調査対象事業所） 

介護サービスの提供 

介護サービス事業所 

（訪問調査対象事業所） 

介護サービスの提供 


